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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2019年８月９日に提出いたしました第148期第１四半期（自　2019年４月１日　至　2019年６月30日）四半期報告書

の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第３　提出会社の状況

１　株式等の状況

(1)　株式の総数等

　②　発行済株式

(4)　発行済株式総数、資本金等の推移

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
（訂正前）

第一部 【企業情報】

 第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

 (1) 【株式の総数等】

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,008,906 38,008,906
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であ
ります。

計 38,008,906 38,008,906 ― ―
 

 

 (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年６月27日
（注）

― 38,008,906 ― 5,660 △170 4,075
 

（注）会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであり

ます。

 
（訂正後）

第一部 【企業情報】

 第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

 (1) 【株式の総数等】

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 38,008,906 37,286,906
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であ
ります。

計 38,008,906 37,286,906 ― ―
 

（注）2019年６月27日の取締役会決議に基づき2019年７月11日に実施した自己株式の消却により、発行済株式総
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数は722,000株減少し、提出日現在37,286,906株となっております。

 
 (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年６月27日
（注）１

― 38,008,906 ― 5,660 △170 4,075
 

（注）１　会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたもので

あります。

２　2019年６月27日の取締役会決議に基づき2019年７月11日に実施した自己株式の消却により、発行済

株式総数は722,000株減少し、提出日現在37,286,906株となっております。
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